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衆
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員
木
村
太
郎
君
提
出
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県
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さ
れ
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県
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証
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」
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関
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る
質
問
に
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す

る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
青
森
県
が
青
森
県
原
子
力
安
全
対
策
検
証
委
員
会
を
設
置
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
お
り
、
同
委

員
会
に
対
す
る
情
報
提
供
も
含
め
て
、
真
摯
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
原
子
力
施
設
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
法
令
に
基
づ
き
厳
格
に
確
認
し
て
ま
い
り
た
い
。
ま

た
、
今
後
と
も
必
要
に
応
じ
、
原
子
力
施
設
の
立
地
し
て
い
る
地
方
自
治
体
に
対
し
、
原
子
力
施
設
の
安
全
確
保
対
策
等
に

つ
い
て
し
っ
か
り
と
説
明
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。


